
 

１ 

岩手沿岸南部広域環境組合一般職の職員の給与の支給に関する規則 

 

平成１８年 ４月２１日  規則第１５号  

改正 令和 ５年 ３月２４日  規則第 ３号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、岩手沿岸南部広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例（平

成１８年岩手沿岸南部広域環境組合条例第１０号）により、岩手沿岸南部広域環境

組合職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （給料の支給） 

第２条 岩手沿岸南部広域環境組合一般職の職員の給与の支給については、釜石市一

般職の職員の給与の支給に関する規則（昭和３０年釜石市規則第１０号）の例によ

る。 

２ 前項のうち、給料の支給日については、その月の１８日とする。ただし、その日

が土曜日、日曜日又は休日（岩手沿岸南部広域環境組職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例（平成１８年岩手沿岸南部広域環境組条例第１４号）第９条に規定

する休日をいう。）に当たるときは、その翌日以後の日であって、１８日に最も近い

土曜日、日曜日又は休日でない日とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （条例附則第３項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計

算） 

２ 条例附則第１０項の規定により読み替えられた条例附則第３項の規定の適用を受

ける育児休業法第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務

の承認を受けた職員（育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をすることと 

 なった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。）について、同項の規定

による給料月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって

当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。 


